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「諸外国の著作権法等における出版者の権利及び出版契約に関連した契約規定 

に関する調査研究」報告（イギリス・オーストラリア・アメリカ） 

 

明治大学情報コミュニケーション学部 

今村哲也 

 

１．出版者固有の利益の保護 

(１) イギリスの立法例 

① 発行された版の印刷配列 

 沿革 

 1880 年～1920 年頃：アーツ・アンド・クラフツ運動1と活版印刷デザインの発展 

 第一次世界大戦以降：フォトリソグラフィ技術（写真石板術，写真平版技術）2の

発達→活版印刷技術・労力の流用 

 1935 年：出版者協会証言→国際著作権部門別委員会の勧告（活版印刷のデザイン

保護をベルヌ条約に導入することの勧告）3 

 1952 年：著作権委員会(グレゴリー委員会)報告書4 

 1956 年：1956 年著作権法 15 条5 

 1988 年：1988 年 CDPA8 条6 

 保護対象：版には一定の類型の著作物（文芸，演劇又は音楽の著作物）を含むことが

必要（美術の著作物は含まれていない）7／既存の版のコピーは不可8 

 権利の帰属：発行者9 

 保護範囲：実質的な部分の複製により侵害成立／量よりもむしろ質的に判断10（版の体

裁やレイアウト（組版）に関する技能や労力の投資の保護や補償といった著作権保護

が与えられている理由を考慮）11 

 保護期間：最初の発行から 25 年間12 

 権利の内容：複製，複製物の公衆への配布のみ／複製：「その配列のファクシミリ複製

物を作成すること」13／「ファクシミリ複製物」：「縮小され，又は拡大された複製物を

含む」14。複写，写真複写，デジタルスキャン，ファックスやそれに類する限られたも

のによる複製に限定されるが，原稿を再入力すれば侵害が避けられる15。 

 発行された版の印刷配列の利用料16と集中処理機構17 

② パブリケーションライツ(publication right) 

 導入の背景：EC の保護期間ディレクティブ(1993 年) 18におけるパブリケーションラ

イツ→1996 年著作権及び関連権規則において導入19 

 保護要件20：発行したこと／著作物／未発行であったこと／著作権の終了 

 権利の帰属：発行者21 

 保護期間：最初の発行から 25 年間22 
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 権利の内容：通常の著作権の場合と同様だが，モラル・ライツはない23 

 

(２) オーストラリアの立法例 

 沿革 

 1959 年：Spicer 委員会勧告24 

 1968 年：1968 年著作権法25 

 保護対象26：言語， 演劇， 音楽または美術の著作物の版／既存の版のコピーは不可 

 権利の帰属：発行者27 

 保護範囲：実質的な部分の複製により侵害成立28 

 保護期間：最初の発行から 25 年間29 

 権利の内容：複写コピーを作成する排他的権利／1999 年著作権改正法30で保護範囲拡

大（「写真工程を含む手段によって，版の複製物を作成する排他的権利」(1968 年法)→

「版の複写コピーを作成する排他的権利」（1999 年法））31 

 著作権リフォーム委員会(1995 年)の議論32 

 保護を拡大する議論：複写コピーの作成への変更33，コンピュータ又は機械で読み

取り可能なフォーマットにおける版への保護の拡大34／同委員会報告書の認識→

発行された版の保護は「著作隣接権(“neighbouring right”)」35 

 保護を縮小する方向の議論：正当化根拠の有無36，著作権保護が存続している場合

への限定37，一定のサービス（メディアモニタリングサービス等）に対する強制利

用許諾の付与38 

 

２．被許諾者等の訴権 

 著作権の譲受人 独占的被許諾者 非独占的被許諾者 

アメリカ ○ ○ × 

イギリス ○ ○ ○ 

オーストラリア ○ ○ × 

 

① 独占的被許諾者 

 英米法：契約条項第三者不適用の法理 (privity of contract) 39 

 イギリス40／アメリカ41／オーストラリア42：独占的被許諾者には訴権あり 

② 非独占的被許諾者 

 アメリカ／オーストラリア：非独占的被許諾者には訴権なし 

 イギリス：一定の要件を満たしている非独占的被許諾者には訴権あり43 
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参考：権利の在り方として想定できる類型 

類型 具体的形式 立法の要否（私見）や実例 

著作権型 共同著作者や編集著作物の著作者（原

始的帰属） 

立法は不要。事実関係による 

著作権の譲渡又は信託的譲渡（後発的

帰属） 

立法は不要。契約により可能 

創作者主義修正型 映画製作者型 立法が必要 

職務著作型 立法は不要。事実関係による 

用益権型 設定出版権 

 

現行法で採用。公衆送信等への拡

大には立法が必要 

出版者固有の

権利型／著作

隣接権型 

版面が著作物を含む場合に限定しな

い著作隣接権の創設 

立法が必要（著作権審議会第 8 小

委員会報告書） 

版面が一定の著作物を含む場合に限

定した権利の創設 

立法が必要（イギリス

（copyright）、オーストラリア等） 

特殊な法益を保護する固有の権利（パ

ブリケーションライツ、遺作著作物の

権利・学術的刊行物の発行者の権利） 

立法が必要（欧州諸国） 

利用許諾 

＋訴権型 

①独占的被許諾者の固有の訴権（アメ

リカ、イギリス、オーストラリア等）、

②非独占的被許諾者の固有の訴権（イ

ギリス） 

立法が必要。但し、出版許諾契約

＋債権者代位権、不法行為による

訴権の行使はあり得る 

行為規制型 不正競争防止法／不法行為法 立法は不要。事実関係による 
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